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廃液処理系へ
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今回、必要最小肉厚を満足

しない部位を確認した箇

所（曲がり部）

平成１８年９月に

漏えいを確認した

箇所（取替済）

中和廃液等
（塩化物イオンを
ほとんど含まず）

湧水、床洗浄廃液等の床ドレン
（塩化物イオン含む）

廃液処理系へ

肉厚測定が実施

済みの範囲廃液中和

タンク

床ドレン収集
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中和廃液

タンク

床ドレン受
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移送配管

（予備の移送配管であり、通常

の廃液処理では使用しない。）
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　　　：平成１８年９月の事象を踏まえ、肉厚測定による

健全性確認を計画した範囲

　　　：今回の減肉事象を踏まえ、肉厚測定による健全性

確認を追加した範囲

凡　例


